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Recycle Information
問生活環境課　022－1314

今月のごみ収集 日 Living Information

問公立刈田綜合病院　問公立刈田綜合病院　0025-214525-2145

̶思いやりのある良質で信頼される医療を目指して̶

地区名

ごみ区分

越　河
斎　川
大　平

大鷹沢
白　川
小下倉

大鷹沢田中 福　岡
小　原

市街東北本線
東　側 鷹　巣 市街東北本線

西　側

ペットボトル
（第１曜日）

びん類
（第2・第5曜日）

缶
（第3・第5曜日）

プラスチック
（第３曜日）

もやせないごみ
（第４曜日）

紙　　類
火 月 金 木 金 月 水

もやせるごみ

火・金 月・木 月・水・木 火・水・金

●禁煙に当たってのＱ＆Ａ
Ｑ　たばこが吸いたくてたまりません。また、禁煙して
　からイライラして落ち着きません。
Ａ　ニコチンガムをかんだり、シュガーレスガムをかん
だり、たばこに代わる物を口にして、数分間を乗り切
りましょう。イライラする時は、深呼吸をしたり、歯
を磨いたり、体を動かしたりすることもお勧めです。
Ｑ　いつまで禁煙が続けられるか心配です。
Ａ　もう二度とたばこを吸わないと考えるとプレッシャ
ーになります。気楽な気持ちで１日ずつ禁煙を継続し
ていきましょう。また、今日まで禁煙を続けてきたこ
とに自信を持ち、自分を信じて禁煙を続けましょう。
Ｑ　体重が増えるのが心配です。
Ａ　禁煙をすると食欲が増したり、胃腸の調子が良くな

ったり、味覚が改善されたりして、つい食べ過ぎてしま
います。また、離脱症状として、禁煙後に食欲亢

こうしん

進が起
こるほか、たばこを吸いたくなった時に甘い物を口に
することも体重が増える原因です。禁煙すると平均で
２～３㌔程度体重が増えます。禁煙を続ける自信が出
たら、食事と運動で徐々に体重を減らしていきましょう。
●喫煙者が実感した禁煙の効果
・呼吸が楽になった
・肩凝りがなくなった
・目覚めがさわやかになった
・食べ物の味が良くなり、食欲が出てきた
・肌の調子が良くなった
・息切れしなくなった
●病院敷地内（駐車場を含む）全面禁煙について
　４月１日から病院敷地内全面禁煙となります。皆さま
のご理解とご協力をお願いします。

３月のごみ収集日程は下記の通りです。ご確認の上、きちんと分別して出してください。

◆３月のごみ収集日予定表（日付は３月の収集日です）

2日（火） 1日（月） 5日（金） 4日（木） 5日（金） 1日（月） 3日（水）

9日（火）
30日（火）

8日（月）
29日（月） 12日（金） 11日（木） 12日（金） 8日（月）

29日（月）
10日（水）
31日（水）

16日（火）
30日（火）

15日（月）
29日（月） 19日（金） 18日（木） 19日（金） 15日（月）

29日（月）
17日（水）
31日（水）

16日（火） 15日（月） 19日（金） 18日（木） 19日（金） 15日（月） 17日（水）

23日（火） 23日（火）
に変更です 26日（金） 25日（木） 26日（金） 23日（火）

に変更です 24日（水）

2・9・16・
23・30

1・8・15・
29

5・12・19・
26

4・11・18・
25

5・12・19・
26

1・8・15・
29

3・10・17・
24・31

2・5・9・
12・16・
19・23・
26・30

1・4・8・11・15・18・25・29 1・3・4・8・10・
11・15・17・18・
24・25・29・31

2・3・5・9・10・
12・16・17・
19・23・24・
26・30・31

○不忘・川原子地区のもやせるごみは､毎週水曜日に収集します。
○ごみは、必ず当日の午前８時30分までに集積所に出してください（収集車が回収する時刻に合わせての搬出や、前夜出
しはしないでください）。
○びんは、色により３種類（①透明、②茶色、③その他）に分けて、それぞれ資源の袋（赤）に入れて出してください。
○缶類とプラスチック類は、それぞれに分けて資源の袋（赤）に入れて出してください。
◎ごみ袋は中身がこぼれないようにしっかり口を結び、簡単に解けないように出してください。テープ止めは禁止です。
◎祝日に伴う収集日の変更について
　大鷹沢・白川・小下倉、鷹巣地区のもやせないごみは23日（火）に収集日が変更になります。お間違えのないようご注意
ください。

◎ごみ分別の徹底のお願い
　転入や転出の多い時期を迎え、引っ越しなどでさまざまな種類のごみが発生すると思います。その中には、包装紙や封
筒などの資源ごみとして分別できる雑紙類が、多く混入していることがあります。リサイクルの第一歩は分別から始まり
ます。資源の有効利用のため、こまめな分別をお願いします。
　また、粗大ごみは、安易に不法投棄したり、集積所に放置したりするといったケースが見受けられます。これは、周辺
住民に大変な迷惑を掛けることになります。地域の景観をも損なうことになりますので、絶対にしないでください。皆さ
まのご協力をお願いします。

☆飼えない犬・猫の引き取り日のお知らせ
●日時　３月４日（木）・11日（木）・18日（木）・25日（木）、9:00～11:30および13:00～15:00（時間厳守）
●場所　宮城県仙南保健所
〈注意事項〉犬を登録している方は、鑑札（小判形）を持参してください。また、猫の場合は、必ず麻袋やもみ袋（土のう袋は不可）な

ど、丈夫な袋に入れてください。
●犬・猫の引き取り手数料　生後90日以内は１頭につき400円、生後91日以上は１頭につき2,000円
●納入方法　所定の用紙に必要事項を記入し、宮城県収入証紙を張り付けて納入してください。収入証紙は、県合同庁

舎や保健所、銀行などでお求めください。
※ご不明な点は、宮城県仙南保健所までお問い合わせください。なお、犬や猫などの愛護動物を捨てた場合には、処罰さ
れることがあります。犬や猫などを飼い始めたら、最後まで責任を持って飼養するように心掛けましょう。

問宮城県仙南保健所（大河原町字南129-1）　00224-53-3119

●
対
象
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市
内
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１
年
以
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居
住
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方
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お
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ま
で
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校
以
上

の
学
校
や
こ
れ
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学
校
に
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学
す
る
学
生
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学
術
優
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で
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と
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的
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情
で
学
資
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な
方
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●
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・
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短
大
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（
５
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程
度
）
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額
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、０
０
０
円

・
高
校
（
５
人
程
度
）
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額
１
５
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０
０
円

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

ほ
か
の
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
方

は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
①
学
校
長
の
推
薦
書
、

②
在
学
証
明
書
、
③
成
績
証
明
書
を

添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
①
②

は
４
月
１
日
以
降
発
行
の
も
の
）。

※
郵
送
不
可
。
申
請
書
は
教
育
委
員

会
に
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
請
期
限　

４
月
30
日（
金
）

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
き
ま
す
。

●
貸
付
金
の
償
還　

貸
し
付
け
終
了

の
６
カ
月
後
か
ら
、
貸
付
期
間
の
２

倍
に
相
当
す
る
期
間
で
月
賦
均
等
償

還
し
ま
す
（
繰
り
上
げ
償
還
も
可
能
）。

  

春
は
就
職
や
退
職
、
引
っ
越
し
な

ど
異
動
の
多
い
時
期
で
す
。
加
入
し

て
い
る
年
金
や
住
所
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
大
河
原
年
金
事
務
所

（
☎
０
２
２
４
│
５
１
│
３
１
１
３
）ま
で
。

●
日
時　

３
月
17
日（
水
）10
時
〜

●
場
所　

県
大
河
原
合
同
庁
舎
３
階

●
参
加
資
格　

個
人
・
法
人
を
問
わ

ず
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
公
売
方
法　

入
札

●
当
日
持
参
す
る
物　

印
鑑
（
法
人

の
場
合
は
代
表
者
印
）、委
任
状
（
代

理
人
の
場
合
）、
買
い
受
け
代
金

※
都
合
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
前
日
に
電
話
で
実

施
の
有
無
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
宮
城
県
大
河
原
県
税
事
務
所　

　

☎
０
２
２
４―

５
３―

３
１
１
４

　

全
国
的
に
住
宅
火
災
が
相
次
い
で

発
生
し
、
火
災
に
よ
る
負
傷
者
が
増

え
て
い
ま
す
。尊
い
命
を
守
る
た
め
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま
し

ょ
う
。
昨
年
10
月
か
ら
住
宅
・
車
両

火
災
が
連
続
し
て
発
生
し
、
そ
の
多

く
が
不
審
火
に
よ
る
も
の
で
す
。
私

た
ち
の
生
活
に
不
安
を
与
え
る
放
火

火
災
を
な
く
す
た
め
、家
庭
や
地
域
、

職
場
で
対
策
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
空
気
が
乾
燥
し
山
火
事
の

発
生
し
や
す
い
時
期
と
な
り
ま
す
。

一
人
一
人
が
火
災
予
防
に
対
す
る
意

識
を
持
ち
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
白
石
消
防
署　
☎
２
５
│
２
２
５
９

公立刈田綜合病院紹介
病院敷地内全面禁煙にご協力ください（その２）

公立刈田綜合病院長　高
たか

林
ばやし

　俊
としふみ

文

■国民年金の異動と手続き
変更前 異動内容 変更後 手続き

場所
手続きに
必要な物

第１号
被保険者
（自営業
者・無職
の方など）

・就職して厚生年金な
どに加入したとき

第２号
被保険者 勤務先

各勤務先
にお問い
合わせく
ださい

・結婚して厚生年金な
どに加入している配
偶者に扶養されるよ
うになったとき 第３号

被保険者
配偶者の
勤務先・配偶者が就職して

厚生年金などに加
入し、扶養されるよ
うになったとき
・住所や氏名が変わっ
たとき

第１号
被保険者 市民課 年金手帳・

印鑑

第２号
被保険者
（厚生・共
済年金に
加入して
いる会社
員の方な
ど）

・60歳になる前に会
社を退職し、自営業
や無職になったとき

第１号
被保険者 市民課

年金手帳・
印鑑・
資格喪失
証明書

・会社を退職し、厚生
年金などに加入して
いる配偶者に扶養さ
れるようになったと
き

第３号
被保険者

配偶者の
勤務先

配偶者の
勤務先に
お問い合
わせくださ
い

第３号
被保険者
（第２号
被保険者
に扶養さ
れている
配偶者）

・就職して厚生年金な
どに加入したとき

第２号
被保険者 勤務先

勤務先に
お問い合
わせくださ
い

・扶養されなくなった
とき 第１号

被保険者 市民課

年金手帳・
印鑑・
資格喪失
証明書

・配偶者が会社を退
職したとき

平
成
22
年
度
白
石
市
奨
学
生
募
集

問
教
育
委
員
会
管
理
課　

☎
２
２
―
１
３
４
１

異
動
の
時
期
は
国
民
年
金
の
届
け
出
も
忘
れ
ず
に

問
市
民
課　

☎
２
２
―
１
３
１
２

電
話
加
入
権
の
公
売
を
実
施
し
ま
す

３
月
１
日（
月
）か
ら
７
日（
日
）ま
で

春
季
火
災
予
防
運
動


